
（参考）消費税免税店（輸出物品販売場）の都道府県別分布（2016年4月1日現在）

参考資料：「消費税免税店（輸出物品販売場）の都道府県別分布（2016年4月1日現在）」（観光庁）
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商業統計からの除外

1.71 1.79 
2.27 

2.95 

4.60 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

H6 H9 H14 H19 H26

小売年間販売額（商業統計）における通販・ネット販売小売年間販売額（商業統計）における通販・ネット販売小売年間販売額（商業統計）における通販・ネット販売小売年間販売額（商業統計）における通販・ネット販売の割合の割合の割合の割合（％）
（％）

アプローチⅡ：統計からの除外

「統計トピックス№92 急増するネットショッピングの実態を探る」（総務省統計局）より作成
統統統統計計計計基基基基準準準準 小売年間販売額（（（（H26H26H26H26商業統計）商業統計）商業統計）商業統計） ７３％７３％７３％７３％サービス業対個人事業収入額（（（（H24H24H24H24経済センサス活経済センサス活経済センサス活経済センサス活動調査）動調査）動調査）動調査）人口基準 19.519.519.519.5％％％％従業者基準 7.5％

統統統統計計計計基基基基準準準準 小売年間販売額（（（（H26H26H26H26商業統計）商業統計）商業統計）商業統計） ７５％サービス業対個人事業収入額（（（（H24H24H24H24経済センサ経済センサ経済センサ経済センサス活動調査）ス活動調査）ス活動調査）ス活動調査）人口基準 17.5％従業者基準 7.5％
【除外後の清算基準】

通信・カタログ販売、インターネット販売については、消費地と異なる事業者の所在地で計上されていると考えられることから、商業統計を清算

基準に用いるに当たって除外すべきである。その際、統計基準のウエイトを引き下げ、その分人口基準の比率を引き上げるべきである。

「商業統計（平成６年、平成９年、平成14年、平成19年、平成26年）」（経済産業省）より作成

除外の効果
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【P31の提言による調整後の清算基準】



経済センサス活動調査からの除外

➢平成27年度税制改正では、消費者の所在地で計上されるべきとして、「情報通信業」、「旅行業」、「競輪・競馬等」が清算基準に用いる経済

センサス活動調査から除外された。

地方消費税の清算基準の見直しについて（平成26年11月 総務省自治税務局）（抜粋）

地方消費税の清算基準としては、消費者（購入者）の所在地で都道府県別に計上されているべきであるが、そのうちの多くが、

サービスの供給地で計上されていると考えられる次のものを除外する。

－ 情報通信業（G）、旅行業（791）、競輪・競馬等（803）

➢また、他にも除外すべき取引として、「社会通信教育」、「持ち帰り・配達飲食サービス業」、「学術研究、専門・技術サービス業」があり、その

除外を行う必要。その際、統計基準のウェイトを引き下げ、その分人口基準の比率を引き上げる必要。

（注１） 「社会通信教育」は消費地と統計が計上される事業者の所在地の乖離が明らかであるが、「持ち帰り・配達飲食サービス業」、

「学術研究、専門・技術サービス業」についても、提供場所で消費されない蓋然性が高く、国際課税の最新の動向等を踏まえると、

消費者の居住地に税収を帰属させるべき。

（注２） 欧州では、コンサルティング、法律、会計、リサーチ等の知的サービス等は、「消費地が明確でないサービス」すなわちintangible    

serviceとされ、仕向地主義の徹底が進められている（Ｐ23参照）

統統統統計計計計基基基基準準準準 小売年間販売額（（（（H26H26H26H26商業統計）商業統計）商業統計）商業統計） ７２％７２％７２％７２％サービス業対個人事業収入額（（（（H24H24H24H24経済センサス活動調査）経済センサス活動調査）経済センサス活動調査）経済センサス活動調査）人口基準 ２３％２３％２３％２３％従業者基準 ５％５％５％５％
統統統統計計計計基基基基準準準準 小売年間販売額（（（（H26H26H26H26商業統計）商業統計）商業統計）商業統計） ７３％サービス業対個人事業収入額（（（（H24H24H24H24経済センサス活動調査）経済センサス活動調査）経済センサス活動調査）経済センサス活動調査）人口基準 19.5％従業者基準 7.5％

【反映後の清算基準】

○平成27年度税制改正で除外された取引の計上の適正化

➢その際、除外後にサービス分のシェアを計算（Ｐ８（参考）参照）。しかし、除外せずに計算すれば、サービス分のシェアがより上昇し、その分

従業者基準の更なる引下げ、人口基準の更なる引上げにつながったはずであり、除外の結果としてマクロ的にはサービス分の過小評価に

より従業者基準があるべき比率よりも高止まりしたことになる。除外した取引は本来人口基準が割り当てられるべき取引であることからすれ

ば、高止まりした（嵩上げされた）分の従業者基準をあるべき比率に戻してその分人口基準の比率を引き上げる見直し（従業者基準から人

口基準への振替え）が必要となる。

○最終消費地と異なる場所で提供される取引の除外（国際課税の動向等を踏まえた平成27年度税制改正の趣旨の徹底）

上記２つの提言を反映
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【P33の提言による除外後の清算基準】



➢先行研究では、医療・福祉分野の非課税取引については、地方消費税の清算基準における「消費に相当する額」に算入すべきでないとされて

いた。

○「地方消費税の清算基準に関する研究会報告書」（平成20年4月 （財）地方自治情報センター）（抜粋）

現行統計の利用

統計における非課税部門の額は大きいことから、清算基準の見直しにあたっては、現在の『サービス業基本統計』の「サービス業

対個人事業収入額」に含まれている、「Ｌ不動産業」のうち「不動産賃貸業」「貸家業・貸間業」、「Ｎ医療・福祉」のうち「医療業」「社会

保険・社会福祉・介護事業」等の非課税部分は「消費に相当する額」に算入する対象から除くべきである。

○「地方消費税の充実に向けた諸問題に関する研究会報告書」（平成22年１月 （財）地方自治情報センター）（抜粋）

現行統計の利用

今後「経済センサス」が導入された際には適切な対応が必要である。また、清算基準の見直しにあたっては、現在の「サービス業

基本統計」の「サービス業対個人事業収入額」に含まれている「医療業」等の消費税の非課税部分は「消費に相当する額」に算入す

る対象から除くべきである。

➢ところが、平成27年度税制改正では、「社会保険事業団体」を除き経済センサス活動調査からの除外（「消費に相当する額」への不算入）はな

されなかった。

➢その際、「最終価格に仕入れ段階の地方消費税の中間投入額が比較的反映されている」ことが考慮材料とされた。

地方消費税の清算基準の見直しについて（平成26年11月 総務省自治税務局）（抜粋）

○サービス業対個人事業収入額

経済センサス活動調査に基づくサービス業対個人事業収入額については、地方消費税の清算基準の趣旨にかんがみ、次のとおり

取り扱う。

① 非課税取引を行う業種のうち、消費者の購入時の最終価格に、仕入れ段階の地方消費税の中間投入額が比較的反映されて

いないと考えられる次のものを除外する。

－ 土地売買業（6812）、土地賃貸業（6912）、貸家業・貸間業（692）

－ 社会保険・社会福祉・介護事業（85）の中の社会保険事業団体（851）
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○非課税取引の除外



➢しかし、これらの取引については、あくまで、仕入れの段階で地方消費税を負担しておりながらその負担額は控除できない非課税事業者自身

（病院等）が、地方消費税の負担という面において最終消費者である。

➢そして、この最終消費者による地方消費税の負担の状況は、平成26年診療報酬改定において消費税率引上げに伴う対応が初診料、再診料

などの基本診療料等の上乗せ措置により行われたことからも明らかなように、経済センサス活動調査に計上されている患者等による最終価格

の負担の状況とは乖離していると言わざるを得ない。

➢にもかかわらず、経済センサス活動調査から除外がなされないことは、土地売買など他の非課税取引の取扱いと比べてアンバランスである上、

企業単位では集計できても事業所単位で対個人収入が把握できない産業分類（建設業、電気・ガス・熱供給・水道業等）は除外する（P28参照）

など、清算基準として直接必要な都道府県別の数値が把握できない場合には当該産業分類を除外してきた取扱いとも矛盾する。

➢したがって、これらの取引を統計基準から除外することが不可欠である。
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消費税８％への引き上げに伴う対応について消費税８％への引き上げに伴う対応について消費税８％への引き上げに伴う対応について消費税８％への引き上げに伴う対応について
厚生労働省資料



（百万円）産業分類 対個人収入83 医療業831 病院 15,217,493 832 一般診療所 7,359,327833 歯科診療所 2,350,663834 助産・看護業 84,027835 療術業 467,704836 医療に附帯するサービス業 75,79785 社会保険・社会福祉・介護事業853 児童福祉事業 390,591854 老人福祉・介護事業 4,637,253855 障害者福祉事業 338,319859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 146,944合計 31,068,118

➢他方、平成27年度改正における対応の背景には、除外しないままサービス分のシェアを計算することにより（P8（参考）参照）、サービス分のシェ

ア上昇を通じて人口基準の比率の嵩上げが達成されたという事情があり、統計基準のウェイト75％を維持しつつ、マクロ的に人口基準への割当

てを達成する方便であった可能性がある。

➢しかし、非課税取引のうち社会保障分野に係るものについて、消費税収（国・地方、地方消費税１％分を除く）が社会保障財源化される中で、医

療機関等が最終消費者として負担し、診療報酬等を通じて患者等に負担が実質的に転嫁される地方消費税収が、社会保険料の負担等と異な

る形で患者等の居住地以外の自治体に帰属することは理解を得られにくい。

➢最も人口基準の割当てが馴染む取引といえ、ミクロ的にも端的に統計基準から除外し、その分統計基準のウェイトを引き下げ、人口基準の比率

を引き上げるべきである。

統統統統計計計計基基基基準準準準 小売年間販売額（（（（H26H26H26H26商業統計）商業統計）商業統計）商業統計） ６０％サービス業対個人事業収入額（（（（H24H24H24H24経済センサス活経済センサス活経済センサス活経済センサス活動調査）動調査）動調査）動調査）人口基準 ３５％従業者基準 ５％
統統統統計計計計基基基基準準準準 小売年間販売額（（（（H26H26H26H26商業統計）商業統計）商業統計）商業統計） ７２％サービス業対個人事業収入額（（（（H24H24H24H24経済センサ経済センサ経済センサ経済センサス活動調査）ス活動調査）ス活動調査）ス活動調査）人口基準 ２３％従業者基準 ５％

【反映後の清算基準】
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○経済センサス活動調査（医療・福祉）から除外する収入（案）※既に除外済の「851 社会保険事業団体」を除く
（参考）消費税法上社会政策的配慮から非課税とされているもの（社会保障分野）・医療保険各法等の医療・介護保険法の規定に基づく居宅サービス、施設サービス等・社会福祉法に規定する社会福祉事業及び社会福祉事業に類する事業等

【P34の提言による除外後の清算基準】



店舗販売の昼夜間人口比率による補正
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昼夜間人口比率（都道府県別）昼夜間人口比率（都道府県別）昼夜間人口比率（都道府県別）昼夜間人口比率（都道府県別）
（％）

アプローチⅢ：統計の反映方法の見直し

「平成２２年国勢調査」（総務省統計局）より作成

➢前頁までの見直しの結果、30％以上（Ｐ31参照）であったサービス分のシェアは20％弱にまで下がる（率にして４割程度の低下）。

主に提供地で消費すると考えられてきたサービスの見直しがここまで必要とされる一方で、購入地以外で消費される可能性が

より高いと考えられてきたモノ（財）の消費（商業統計）に係る見直しが、通信・カタログ販売、インターネット販売の除外（Ｐ33)の

みにとどまるとすれば、著しく均衡を欠く。サービス分の見直しを上回る大幅な見直しが求められる。

➢特に商業統計の店舗販売については、人口の純流入が多い都道府県はその分計上額が最終消費額より増大する一方、人口

の純流出が多い都道府県はその逆となるという問題がある。

➢このような状況の下、商業統計の清算基準への反映に当たっては、店舗販売の２分の１について、昼夜間人口割合で割ること

により補正し、最終消費実態により近い計上を図るべきである。

（注）店舗販売のすべてについて当該補正をする考え方もあるが、店舗販売の中には昼間人口によって購入地の都道府県において最終消費

されるものも含まれる。他方、昼夜間人口割合では買物などのための非定常的な移動などが考慮されず、十分な補正がなされないことや

サービス分の見直しとのバランスを勘案。
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地方消費税収の使途の明確化

➢将来的な地方消費税の清算基準については、過去の提言で方向性を示したとおり、地方消費税収引上げ分の社会保障財

源化の趣旨を踏まえ、地方の社会保障経費を反映した清算基準を検討していくべきである。

➢その前提として、地方消費税収引上げ分と地方の社会保障経費の対応関係の定量的把握が欠かせないが、このためにも

決算ベースでの地方消費税収の使途の明確化が必要となる。

引上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について（平成26年1月24日 総務省自治税務局都道府県税課長通知）（抜粋）

地方団体においては、（中略） 引上げ分の地方消費税収を全て社会保障施策に要する経費に充て、事務費や事務職員の人件費

等には充てないようにするとともに、引上げ分の地方消費税収の上記経費への充当について、国の予算書等も参考に予算書や決算

書の説明資料等において明示していただきますようお願いいたします。

使途の明確化
39

抜本的見直しに向けた提言



本県では、平成26年度予算より、地方消費税収の使途の明確化を実施しているが、機械的なあん分計算にとどまっている。県

内市町村では、平成28年度予算においては、39市町村中29市町村が実施。

実施市町村実施市町村実施市町村実施市町村 未実施市町村未実施市町村未実施市町村未実施市町村奈良市 五條市大和高田市 宇陀市大和郡山市 明日香村天理市 上牧町橿原市 河合町桜井市 天川村御所市 野迫川村生駒市 下北山村香芝市 上北山村葛城市 川上村山添村平群町三郷町斑鳩町安堵町川西町三宅町田原本町曽爾村御杖村高取町王寺町広陵町吉野町大淀町下市町黒滝村十津川村東吉野村

平成28年度予算における県内市町村の使途の明確化の状況
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○本県平成27年度決算における使途の明確化



使途の明確化については、地方消費税収引上げ分の使途が社会保障４経費に限定されず、生活保護、母子福祉、健康増進

対策等を含めた広範囲の社会保障経費とされている一方で、特段の方針が示されないまま、地方団体に、個別の事業ごとに

引上げ分の地方消費税をどの程度充当したかの説明責任が委ねられている。

引上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について（平成26年1月24日 総務省自治税務局都道府県税課長通達）（抜粋）

「社会保障施策に要する経費」には社会保障４経費が含まれているところ、この「社会保障施策」とは、・社会福祉、・社会保険、・保

健衛生のいずれかに関する施策をいいます。

引上げ分の地方消費税収の使途となる「社会保障施策に要する経費」である、「社会福祉」、「社会保険」、「保健衛生」それぞれの

対象範囲については以下のとおりとなります。

(1)「社会福祉」

「社会福祉」とは、「生計の困難な者や心身に障害のある者に対して必要な援助を行う等国民の生存権を確保することによって、

国民生活の内容を豊かならしめること」を意味し、具体的には、 ・生活保護、 ・児童福祉、 ・母子福祉、 ・高齢者福祉、

・障害者福祉（身体障害者福祉・知的障害者福祉・精神障害者福祉） などとなります。

(2)「社会保険」

「社会保険」とは、「保険的方法によって社会保障を行う制度の総称」ですが、法令に基づき実施される「強制保険」的な制度を

意味し、具体的には、 ・国民健康保険、 ・介護保険、 ・年金 などとなります。

(3)「保健衛生」

「保健衛生」とは、「国民の健康を保つための施策」を意味し、具体的には、 ・医療に係る施策 ・感染症その他の疾病の予防対

策 ・健康増進対策 などとなります。

○消費税法第１条第２項（国分の消費税収の使途）

消費税の収入については、地方交付税法（昭和二十五

年法律第二百十一号）に定めるところによるほか、毎年度、

制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付

並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てる

ものとする。

１ 道府県は、前条第二項に規定する合計額から同項の規定により当該

道府県内の市町村に交付した額を控除した額に相当する額を、消費税法

第一条第二項に規定する経費その他社会保障施策（社会福祉、社会保

険及び保健衛生に関する施策をいう。次項において同じ。）に要する経費

に充てるものとする。

２ 市町村は、前条第二項の規定により道府県から交付を受けた額に相

当する額を、消費税法第一条第二項に規定する経費その他社会保障施

策に要する経費に充てるものとする。

○地方税法第72条の116（地方消費税収引上げ分の使途）

「社会保障４経費」

「社会保障４経費」

より広範
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他方、国では、国・地方合わせた消費税収引上げ分の使途として地方単独事業を含まない社会保障４経費の充実を中心とし

た説明が繰り返されており、整合性をどのように図るのかという問題がある。

「平成28年度における社会保障の充実」（28年4月21日 第6回社会保障制度改革推進会議 厚生労働省資料）より引用
42

厚生労働省資料①



「平成28年度における社会保障の充実」（28年4月21日 第6回社会保障制度改革推進会議 厚生労働省資料）より引用
43

厚生労働省資料②



「平成28年度における社会保障の充実」（28年4月21日 第6回社会保障制度改革推進会議 厚生労働省資料）より引用
44

厚生労働省資料③



また、引上げ分の国・地方の消費税収を地方に配分する際においても、地方消費税収引上げ分は、社会保障４経費（国庫補

助負担金）の地方負担分に対応するものとされていた。

国と地方の役割分担に応じた国と地方の役割分担に応じた国と地方の役割分担に応じた国と地方の役割分担に応じた配分配分配分配分

45

総務省資料①



引上げ分の消費税収（地方分）引上げ分の消費税収（地方分）引上げ分の消費税収（地方分）引上げ分の消費税収（地方分）

46

総務省資料②



地方単独事業（２．６兆円（地方単独事業（２．６兆円（地方単独事業（２．６兆円（地方単独事業（２．６兆円（P45P45P45P45参照））の積算根拠参照））の積算根拠参照））の積算根拠参照））の積算根拠

47

総務省資料③

【上記４．３兆円の内訳】



このような状況の下、地方消費税の引上げ分を国における諸般の説明との整合性を踏まえ、社会保障４経費充実分の地方

負担分に優先充当することも考えられる。ただし、社会保障４経費は国庫補助負担金であり、その内示がなされる前段階の当

初予算で、そのような形で地方消費税引上げ分の使途を明確化することには、実務的課題もある。

⇒⇒⇒⇒ 整合的かつ明確な指針が示されねば、地方消費税収引上げ分の社会保障財源化に対する説明責任を地方団体が整合的かつ明確な指針が示されねば、地方消費税収引上げ分の社会保障財源化に対する説明責任を地方団体が整合的かつ明確な指針が示されねば、地方消費税収引上げ分の社会保障財源化に対する説明責任を地方団体が整合的かつ明確な指針が示されねば、地方消費税収引上げ分の社会保障財源化に対する説明責任を地方団体が

果たし得ず、あるべき清算基準の検討も阻害されかねない。果たし得ず、あるべき清算基準の検討も阻害されかねない。果たし得ず、あるべき清算基準の検討も阻害されかねない。果たし得ず、あるべき清算基準の検討も阻害されかねない。

48

厚生労働省資料



＜制度の趣旨＞社会福祉の増進又は医療の向上を図る施設の整備等に要する経費の財源に充てるため、法人県民税（法人税割）について昭和５１年から条例による特例制度の適用を実施し、社会福祉施設整備基金に積み立てて活用
＜制度の経緯＞

法人県民税特例制度の概要

49

＜主な使途事業（H23～H27）＞・障害者福祉施設整備：障害福祉サービス事業所整備 ・老人福祉施設整備：特別養護老人ホーム整備・児童福祉施設整備 ：中央こども家庭相談所センター整備 ・医療施設整備 ：県立医大病院Ｅ病棟整備

項目 内容納税義務者 県内に事務所等を有する法人等税率 法人税額の４．０％のうち、標準税率（３．２％）を超える０．８％部分但し、以下の対象法人は３．２％ ※H26.10.1以後に開始する事業年度【対象法人】次の法人のいずれかで、かつ法人税額又は個別帰属法人税割が年１，０００万円以下の法人① 資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人② 資本又は出資を有しない法人③ 県税条例第２０条第４項において法人とみなされる法人適用期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの間に終了する各事業年度分税収による使途 上記０．８％部分の税収（下記）は、「社会福祉施設等整備基金条例」により基金に積み立て、使途事業に充当税 収 約３３７百万円（平成27年度決算ベース）

この地方消費税収引上げ分の使途の明確化のあり方については、昨年の本県税制調査会答申で今後とも税率や使途事業に

ついて検討していくことの必要性が指摘された本県の法人県民税特例制度のあり方とも密接に関連する。
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（参考）法人県民税超過課税について（答申）（平成27年11月17日 本県税制調査会）



提言提言提言提言ⅠⅠⅠⅠ 平成19年商業統計から平成26年商業統計への置換えが行われ、これによって経済センサス活動調

査との産業分類上の整合性がとられることになるため、これに伴い生ずるサービス分のシェア上昇につ

いて、平成27年度税制改正における上記①の対応を貫徹すべく、従業者基準から人口基準への更なる

振替え（従業者基準の比率の引下げ、人口基準の比率の引上げ）を行うべきである。

51

① 清算基準に用いられるサービス統計の経済センサス活動調査への置換えに伴い、サービス分の統計のシェ

ア上昇が生ずることで、サービスの未把握の代替とされる従業者基準の比率引下げ（従業者基準から人口基準

への2.5ポイントの振替え）が行われた。

② その際、消費地と異なる場所で計上されていると考えられる取引（「情報通信業」、「旅行業」、「競輪・競馬等」）及び非
課税取引の一部（「土地売買業」など）が経済センサス活動調査から除外された。

③ 除外された取引分については、①のシェア上昇分の減殺を通じて、従業者基準の比率があるべき比率より高

止まりすることとなった。

平成平成平成平成27272727年度税制改正年度税制改正年度税制改正年度税制改正

平成平成平成平成29292929年度税制改正に年度税制改正に年度税制改正に年度税制改正に向けた提言向けた提言向けた提言向けた提言

地方消費税の清算基準の見直し提言（まとめ）

提言提言提言提言ⅡⅡⅡⅡ その際、消費者と異なる事業者の所在地で計上されていると考えられる通信・カタログ販売、インター

ネット販売について商業統計から除外し、その分統計基準のウェイトを引き下げ、人口基準の比率を引

き上げるべきである。

経済統計の改善の動きや仕向地主義の徹底を図る国際課税の動向等を踏まえ、

供給側の統計への過大な依存を脱却する観点から見直し



提言提言提言提言ⅢⅢⅢⅢ 経済センサス活動調査についても、平成27年度税制改正における上記②、③の対応を見直し、

イ 平成27年度税制改正で除外された消費地と異なる事業者の所在地で計上されていると考えられた

取引分（「情報通信業」、「旅行業」、「競輪・競馬等」）について、除外によって生じたサービス分の過小評価ひい
ては従業者基準の比率の高止まりを見直し、その分人口基準の比率を引き上げるべきである。

ロ 国際課税の動向等を踏まえ、消費地と異なる場所で計上される取引の除外を徹底（「社会通信教育」、「持ち帰り配達飲食サービス業」、「学術研究、専門・技術サービス業」を除外）し、その分統計基準のウェイトを引き下
げ、人口基準の比率を引き上げるべきである。

ハ 非課税取引のうち社会保障分野（医療・福祉）の取引について、最終消費者（非課税事業者）による

地方消費税の負担の状況と乖離した統計の計上が行われていることや他の非課税取引のバランスか

ら、除外することにより統計基準のウェイトを引き下げ、消費税収の社会保障財源化等を踏まえ、その

分人口基準の比率を引き上げるべきである。

52

提言提言提言提言ⅣⅣⅣⅣ 商業統計の店舗販売の２分の１について、昼夜間人口割合で割ることにより補正すべきである。

将来的な地方消費税の清算基準については、地方の社会保障経費の実態を反映した清算基準を検討していくべき

であり、そのためにも、更には地方消費税を負担する地域住民の納得を得るためにも、地方消費税収の使途の明確

化のあり方について、国における諸般の説明とも平仄を合わせた統一的な基準を明確化することを含め、見直すべき

である。

抜本的見直しに向けた提言

統統統統計計計計基基基基準準準準 小売年間販売額（（（（H26H26H26H26商業統計）商業統計）商業統計）商業統計） ６０％サービス業対個人事業収入額（（（（H24H24H24H24経済センサス活経済センサス活経済センサス活経済センサス活動調査）動調査）動調査）動調査）人口基準 ３５％従業者基準 ５％
統統統統計計計計基基基基準準準準 小売年間販売額（（（（H19H19H19H19商業統計）商業統計）商業統計）商業統計） ７５％サービス業対個人事業収入額（（（（H24H24H24H24経済センサ経済センサ経済センサ経済センサス活動調査）ス活動調査）ス活動調査）ス活動調査）人口基準 １５％従業者基準 １０％

【清算基準（案）】

○提言Ⅰ～Ⅲによる清算基準の見直し案

【現行】


